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2026年 5月 28日 

各  位 

会 社 名 ト ル ク 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役会長 CEO  檜 垣 俊 行 

（コード番号 8077 東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ市場） 

問合せ先 管 理 部 長  志 柿 貴 士 

（ T E L： 0 6－ 6 5 3 5－ 3 6 9 0） 

 

 

上場維持基準への適合に関するお知らせ 

 

 

 当社は、2026年 1月 27日にスタンダード市場の上場維持基準への適合に向けた計画について開

示しています。このたび、2026年 5月 27日に東京証券取引所より「上場維持基準への適合状況につ

いて」を受領し、2026年 4月 30日時点において全ての上場維持基準に適合しましたので、下記のと

おり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 当社の上場維持基準への適合状況 

当社のスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、その推移を含め下表のとおりとなって

います。2025年 10月 31日時点では、流通株式比率が適合しておりませんでしたが、上場維持基準

への適合に向けた計画に基づき取組みを進めた結果、2026年 4月 30日時点で適合いたしました。

これにより、スタンダード市場の上場維持基準の全ての項目に適合することとなりました。 

 株主数 流通株式数 流通時価総額 流通株式比率 

当社の 

適合状況 

2025年10月 31日時点 3,655人 69,825単位 18億円 24.9％ 

2026年 4月 30日時点 3,962人 69,233単位 15億円 26.6％ 

上場維持基準 400人 2,000単位 10億円 25.0％ 

2026年 4月 30日時点の適合状況 適合 適合 適合 適合 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をも

とに算出及び東京証券取引所より受領した「上場維持基準への適合状況について」から転記したも

のです。 

 

２. 上場維持基準への適合に向けた取組の実施状況 

当社は、保有する自己株式のうち 2,000,000株の消却を実施することを決定し、2026年 2月 27
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日の「自己株式の消却に関するお知らせ」として開示いたしました。 

当該計画に基づき、当社は 2026年 3月 31日に 2,000,000株の自己株式の消却を実施いたしまし

た。 

本自己株式消却の実施により、分子となる流通株式数は変動しない一方で、分母となる発行済株

式総数が減少した結果、当社の流通株式比率は 26.6％となり、スタンダード市場の上場維持基準で

ある 25.0％を上回りました。 

本自己株式の消却後、「株券等の分布状況表」等を提出し、2026年 4月 30日時点における株券等

の分布状況に基づき東京証券取引所の審査を受けた結果、この度、上場維持基準に適合しているこ

とが確認されました。 

 

以 上 


